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宮 崎 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。
平 成 十 九 年 五 月 三 十 一 日

宮 崎 県 公 安 委 員 会 委 員 長 佐 々 木 文 雄

宮 崎 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号

宮 崎 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 五 年 宮 崎 県 公 安 委 員 会 規 則

第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 二 条 第 十 号 中 「 吸 収 し 」 を 「 吸 収 し 、 」 に 、 「 又 は 付 着 さ せ 」

を 「 、 若 し く は 付 着 さ せ 」 に 改 め 、 「 大 型 自 動 車 」 の 下 に 「 、 中 型

自 動 車 」 を 加 え る 。

第 三 十 八 条 第 四 号 中 「 普 通 車 講 習 受 講 申 請 書 」 を 「 大 型 車 ・ 中 型

車 ・ 普 通 車 講 習 受 講 申 請 書 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 大 型 二 輪 車 講

習 受 講 申 請 書 」 を 「 大 型 二 輪 車 ・ 普 通 二 輪 車 講 習 受 講 申 請 書 」 に 改

め 、 同 条 第 六 号 中 「 普 通 二 輪 車 講 習 受 講 申 請 書 」 を 「 原 付 講 習 受 講

申 請 書 」 に 改 め 、 同 条 第 七 号 中 「 応 急 救 護 処 置 講 習 受 講 申 請 書 」 を

「 大 型 旅 客 車 ・ 中 型 旅 客 車 ・ 普 通 旅 客 車 講 習 受 講 申 請 書 」 に 改 め 、

同 条 第 八 号 中 「 原 付 講 習 受 講 申 請 書 」 を 「 応 急 救 護 処 置 講 習 受 講 申

請 書 」 に 改 め 、 同 条 第 八 号 の 二 を 削 る 。

別 表 第 一 中
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改 め 、 同 表 備 考 第 三 号 中 「 交 通 部 交 通 規 制 課 長 」 の 下 に 「 を い う 。 」

を 加 え る 。

に
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別 記 様 式 第 九 号 及 び 別 記 様 式 第 九 号 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別 記 様 式 第 二 十 号 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別 記 様 式 第 二 十 八 号 か ら 別 記 様 式 第 三 十 二 号 ま で を 次 の よ う に 改

め る 。
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害 14害

別 記 様 式 第 三 十 二 号 の 二 を 削 る 。

別 記 様 式 第 三 十 五 号 の 二 及 び 別 記 様 式 第 三 十 五 号 の 三 を 次 の よ う

に 改 め る 。
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附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 六 月 二 日 か ら 施 行 す る 。
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